
情個審第  ２ 号 

令和２年４月１０日  

 

茨城県知事 大井川 和彦 殿 

 

茨城県情報公開・個人情報保護審査会 

                             委員長 根本 信義 

 

行政文書開示決定等に対する審査請求について（答申） 

 

令和元年７月２日付け政調諮問第１号で諮問のありました下記事案について，別紙のと

おり答申します。 

 

記 

 

 「特定市立中学校の生徒が死亡した件に関する文書」開示決定等に係る審査請求事案 

 

（情報公開諮問第１８２号） 

（情報公開答申第１５５号） 
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第１ 審査会の結論 

実施機関が行った平成３１年３月２８日付け開示決定，令和元年５月１５

日付け部分開示決定及び平成３１年３月２８日付け不開示決定は，妥当であ

る。 

 

第２ 諮問事案の概要 

１ 行政文書の開示請求 

平成２９年１０月１日，審査請求人は，茨城県情報公開条例（平成１２年

茨城県条例第５号。以下「条例」という。）第５条の規定に基づき，茨城県

知事（以下「実施機関」という。）に対し，次に掲げる内容の行政文書の開

示を請求（以下「本件請求」という。）した。 

 

 平成〇〇年〇〇月に特定の市立中学校の生徒が〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇自殺した件に関する文書一切。 

例えば，起案，議事録・会議報告書，警察や議会や国や県や市等からの文

書，警察や議会や国や県や市等宛ての文書，裁判や懲戒に関する文書，諮問

書，答申書，審議に使用された文書，プレスリリース，アンケート，広報及

びインターネット上の公表の印刷・設置・配布，新聞や雑誌への広報，広報

誌，記者会見，会見に係る支出の有無や金額，交通費や宿泊費や旅費，地方

公務員法第３８条及び第３５条に規定される文書及びそれに相当する文書，

贈与等報告書，電話又はその他でのメモ，取材の依頼文，配布資料，レジュ

メ，写真，映像，音声，原稿，電子メール，ＦＡＸ，参加者数，キャンセル

数，申込数，職員側の出席者，その他の出席者，再発防止策，市民や政治家

や弁護士や団体やマスコミ等からの問合せ及びそれらへの回答や回答の経緯，

意見・苦情・抗議・声明・通報に関する文書，個別アンケート，集計後のア

ンケート，アンケートのお知らせ，アンケート実施後の反省，アンケートに

関する問合せ時のメモ，アンケートに関する手紙やＦＡＸや電子メール並び

にそれらへの回答及び回答を検討した情報，アンケートの取り方，アンケー

トの起草，アンケートの保存期間や分類，廃棄記録，上記の添付文書，上記

の関連文書，上記に類する文書等々，とにかく全て。ひろく解釈して御特定

下さい。 

    

２ 実施機関の決定及び通知 

（１）平成２９年１２月１日，実施機関は，本件請求に対し，開示決定（以下

「前回処分１」という。），部分開示決定（以下「前回処分２」という。）

及び不開示決定（以下「前回処分３」という。）を行った。 
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（２）平成３１年３月２８日，実施機関は，別表１から別表３までの「行政文

書の名称」欄に掲げる文書（以下「本件行政文書」という。）を特定し，

平成３１年３月２８日付けで，前回処分２を取り消して，別表１の文書１

及び文書２の文書について開示決定（以下「本件処分１」という。）を，

別表２の文書３から文書１６までの文書について部分開示決定（以下「本

件処分２」という。）を行い，及び前回処分３を取り消して，別表３の文

書１７から文書２２までの文書について同表「不開示理由」欄に掲げる理

由により不開示とする不開示決定（以下「本件処分３」という。）を行い，

本件処分１については平成３１年３月２８日付け政調指令第１号（以下

「本件通知書１」という。）により，本件処分２については同日付け政調

指令第２号（以下「本件通知書２」という。）により，本件処分３につい

ては同日付け政調指令第３号（以下「本件通知書３」という。）により，

審査請求人に通知した。 

（３）令和元年５月１５日，実施機関は，本件通知書２により通知した本件処

分２を取り消し，別表２の文書３から文書１６までの文書の同表「不開示

部分」欄に掲げる部分について，同表「不開示理由」欄に掲げる理由によ

り不開示とする部分開示決定（以下「本件処分４」という。）を行い，令

和元年５月１５日付け政調指令第１号（以下「本件通知書４」という。）

により，審査請求人に通知した。 

 

３ 審査請求 

平成３１年４月９日，審査請求人は，本件処分１，本件処分２及び本件処

分３の取消しを求めて，また，令和元年５月２０日，本件処分４の取消しを

求めて，行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき，

実施機関に対し，審査請求を行った。 

令和元年５月２８日，実施機関は，上記の各審査請求に係る審理手続を併

合することとし，同日付でその旨を審査請求人に通知した。 

 

第３ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件処分１，本件処分２，本件処分３及び本件処分４（以下これらの処分

（本件処分２を除く。）を「本件各処分」と総称する。）を取り消し，また，

請求の対象となる行政文書を特定した上で，不開示とされた部分については，

実施機関の職員の自宅住所以外を全て開示するとの決定を求める。 

さらに，公益上の理由による裁量的開示を実施することを求める。 
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２ 審査請求の理由 

審査請求人の審査請求書及び反論書における主張は，おおむね次のとおり

である。 

（１）審査請求書における主張について 

ア 文書の探索が不十分であるか，又は対象文書を情報公開の適用除外若

しくは「解釈上の不存在」と判断することが違法である。本件いじめ自

殺事案に関する文書が本件処分１，本件処分２，本件処分３及び本件処

分４で特定されたもので尽くされているとは，到底考えられない。 

イ 不開示部分は，職員の自宅住所を除き，条例第７条各号のいずれにも

該当しないか，仮に同条各号のいずれかに該当したとしても，同条各号

ただし書の全てに該当する。 

ウ 不開示部分は，職員の自宅住所を除き，いずれも条例第９条に該当す

る。 

エ 国会議員，都道府県議会議員，市区町村議会議員等の政治家が意見，

苦情，問合せ等をしてきたのであれば，当該行為は政治家という特別職

の地方・国家公務員の職務遂行情報であり，その氏名は，公務員の職務

遂行情報に当たる氏名である。 

また，連絡先や住所も事務所や議員宿舎等のものであれば公表慣行が

あり，条例第７条第２号に該当しないか，仮に同号に該当したとしても

同号のただし書の全てに該当する。 

一般市民からの問合せについては開示すべきでなくとも，本件いじめ

自殺事案の重大性から，政治家が問合せをすることも十分に考えられ，

当該場合には，政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）の規定か

らも政治家としての公務であり，プライベートには当たらない。 

オ 本件処分１には，審査請求を行うことができる旨の教示が無く，また，

本件処分２，本件処分３及び本件処分４には，不開示理由の付記に不備

があることから，各処分は取消しを免れない。 

（２）反論書における主張について 

ア ＦＡＸによる反論書の提出を認めないことが行政不服審査法に違反す

ることについて 

  郵送や持参に係る金銭的・時間的な負担を考慮し，同法第１条の規定

（簡易な救済）並びに条例の趣旨及び目的に鑑み，ＦＡＸによる反論書

の提出を認めるべきである。  

   イ 行政文書の特定 

     本件いじめ自殺事案に係る県議会宛ての抗議，意見，要望等の電子メ

ール，手紙，ＦＡＸ，電話，来庁の応対時の記録等が特定されておらず，
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請願や陳情の文書も特定されていない。 

また，配布資料は，議員にのみ配布されたもの，傍聴者にのみ配布さ

れたもの，両方に配布されたものなど，一切を特定すべきである。 

ウ 不開示部分の不開示理由の非該当性について 

（ア） 職員番号については，公務員の職務遂行のために割り振られた番号

であるから，条例第７条第２号ただし書ウに該当する。 

（イ） 職員のメールアドレスについては，開示された行政文書からして明

らかにプライベートのものではなく，公務員として職務遂行上使用す

るものであるから，条例第７条第２号ただし書ウに該当する。 

（ウ） 県民相談のメールの問合せ内容及び橋本県知事宛て書簡については，

個人が特定される記述を不開示とした上で，その余の内容を条例第８

条第２項の規定により部分開示すべきである。 

（エ） 文部科学省からの見解，連絡及び回答については，条例に前例がな

いものや異例なものを不開示とする規定は存せず，そもそも，いじめ

防止対策推進法（平成２５年法律第７１号）に基づく検証自体が前例

のないものであるからこそ，他の自治体において参考にされるもので

あるから，公開される情報として扱うべきである。 

また，文部科学省の見解については，途中経過ではなく，文部科学

省から発出された時点で確定した見解であり，途中経過を回答するこ

とではない。 

本件いじめ自殺事案の重大性に鑑みても，こうした情報を開示する

ことが情報公開及びいじめ防止対策推進法の精神に合致するものであ

る。 

したがって，当該情報のような情報こそ開示することが条例の趣旨

であり，条例第７条第６号に該当しない。 

（オ） 顧問弁護士への相談結果並びに顧問弁護士の案及びコメントについ

ては，弁護士のノウハウに関するものではなく，顧問契約に基づいて

意見をすることが弁護士の義務であるから，開示しても，率直な意見

や踏み込んだ意見をしなくなるおそれはない。むしろ，顧問弁護士の

見解を開示することが情報公開の趣旨であり，条例第７条第６号に該

当しない。 

また，争訟に発展した場合であっても，いじめ自殺の隠蔽がなされ

たという本件いじめ自殺事案の性質や，従来，いじめに関して自治体

の顧問弁護士たちが隠蔽に終始してきたことも考慮すると，不開示部

分は，いかにしていじめがなかったことにできるかを意見した高度の

蓋然性がある。  
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 さらに，情報公開は，証拠資料が行政にほぼ独占されているという

不均衡を崩すためにも利用されるものであるから，県の当事者として

の地位を不当に害するおそれもなく，条例第７条第６号イには該当し

ない。 

（カ） 県内部での検討案の前提となる事項並びに遺族及びその代理人との

やりとりに関する情報は，条例第１５条各項の手続を行った上で判断

すれば十分であり，遺族等から開示に反対する意見書が出されていな

いこと及び遺族が積極的にマスメディア等で本件いじめ自殺事案に関

する情報を公表していることに鑑みれば，条例第７条第６号に該当し

ない。 

また，県内部での検討等に関する情報については，いじめ防止対策

推進法に基づいて遺族側に提供しなければならない情報であることか

ら，遺族側に提供していないことをもって不開示理由に該当すると判

断することは許されない。言い換えれば，当該情報を遺族側に提供し

ていないことがいじめ防止対策推進法違反であり，そのことによって

既に遺族側との信頼関係が崩れ得るものであり，その事実を隠蔽する

ことが社会正義並びに情報公開の趣旨，目的及び効果に照らして違法

であることは明らかであり，条例第７条第６号に該当しない。 

（キ） 実施機関が参考にした他の自治体名，報酬総額等については，当然

に主権者に開示すべきものである。そもそも当該経費は，各自治体に

おける財務会計上の行為等として，住民監査請求及び住民訴訟の対象

となるものであるから，当然に公開される情報として取り扱われるべ

きものである。公金支出や積算根拠の情報が不開示とされてしまうと

オンブズマン活動に著しい支障を来すことが避けられず，実施機関や

参考自治体における民主主義は停滞を免れない。県政における民主主

義を守ることこそが県の最も基本的かつ最低限の責務である。 

また，実施機関は，当該情報を地方公共団体として外部に公にしな

いという前提があることを証明していないし，たとえ証明されたとし

ても，他の地方公共団体も同様にいじめを隠蔽しているのであるから，

いじめを隠蔽する者同士の隠蔽し合いを容認することは公序良俗に反

する。 

したがって，条例第７条第６号に該当しない。 

（ク） 本件いじめ自殺事案を引き起こしたのは，いじめを放置した教育行

政であることを忘れてはならない。本件のような場合にさえ公益上の

理由による裁量的公開を実施しないのならば，条例第９条による公開

実施の機会が存在しなくなってしまう。子どもの尊厳を守るため，不
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開示とされた情報を開示することにこそ情報公開制度の意義があるの

であるから，公益上の理由による裁量的公開を実施すべきである。 

（ケ） 議員本人からの問合せでなくとも，公務員である公設秘書や，その

他公務員からの職務としての問合せ等であれば，条例第７条第２号に

該当しないか，該当するとしてもただし書アイウ全てに該当する。 

エ 平成３１年２月２８日付け答申について 

     本来は，前回の平成３１年２月２８日付け答申により，不開示部分の

不開示理由該当性についての判断が示されるべきであったし，不開示理

由の付記の不備により職権取消しがあったことも，少しでも情報開示を

遅くすることが目的であるか，その効果を発生させたものというべきで

ある。 

     実際に，国や他の自治体は，理由付記の不備により処分を取り消すべ

きであっても，文書の特定や不開示箇所の開示の判断について争ってい

る場合，審理関係人に十分な弁明と反論を尽くさせた上で，当該判断に

ついても答申しており，そのようにすべきである。 

 

第４ 実施機関の主張の要旨 

実施機関の弁明書における主張は，おおむね次のとおりである。 

１ 本件行政文書の特定について 

審査請求人は，審査請求書において「文書の探索が不十分であるか，また

は，対象文書を情報公開の適用除外か解釈上の不存在と判断することが違法

である。本件いじめ自殺事件に関する文書が，本件処分で特定されたもので

尽くされているとは到底，考えられない。」と主張している。 

まず，「文書の探索」については，本件請求時の担当課であった政策審議

室と関係課において探索を行ったものであり，さらに，平成２９年１２月２

１日付け審査請求時に再度探索を行ったが，平成２９年１２月１日付けの前

回処分１，前回処分２及び前回処分３で特定した行政文書以外の存在を確認

することはできなかった。 

次に，条例の「適用除外」になる行政文書については，条例第３５条にお

いては，行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４

２号。以下「情報公開法」という。）が適用除外となる行政文書は条例の適

用除外となることを定めている。 

当該規定は，国の取扱いにならい，個別の法律の定める制度において，文

書等の公開・非公開の取扱いが当該制度内で体系的に整備されている場合に

は，当該制度に委ねることが適当であるとの観点から，情報公開法の適用除

外措置がとられている文書等については，条例の規定を適用しないこととす
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るものである。 

いじめ防止対策推進法で情報公開法の規定を適用しないとする定めはなく，

条例第３５条の規定により適用除外とした文書等は存在しない。 

さらに，「解釈上の不存在」については，条例第２条第２項に定める行政

文書の要件を満たしているにもかかわらず，要件を満たさないとして条例の

対象から除外することを指していると思料するが，行政文書の要件を満たし

ているにもかかわらず条例の対象から除外した文書等は存在しない。 

 

２ 不開示情報の該当性について 

（１）条例第７条第２号該当性について 

本件処分３及び本件処分４において，条例第７条第２号に該当すること

を理由として不開示とした情報は，本件処分４において不開示理由を別記

１該当とした情報及び不開示理由を別記５該当とした情報並びに本件処分

３において不開示理由を別記２該当とした情報である。 

ア 条例第７条第２号では，個人に関する情報であって，当該情報に含ま

れる氏名，生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することが

できるもの又は特定の個人を識別することはできないが，公にすること

により，なお個人の権利利益を害するおそれがあるものを不開示情報と

して規定している。その上で，同号ただし書の情報については，開示す

ることとしている。 

イ 本件処分４において不開示理由を別記１該当とした情報は，「職員番

号」，「自宅住所」，「旅行経路の一部」，「職員のメールアドレスの

一部」，「送信者の氏名」及び「メールアドレス」である。これらの情

報は，特定の個人である実施機関の職員等を識別できる情報であるため，

同号本文に該当し，また，公にする慣行があるとは認められないため，

同号ただし書アに該当せず，同号ただし書イ及びウに該当する事情も認

められないことから，不開示とすべき情報である。 

  ウ 本件処分４において不開示理由を別記５該当とした情報及び本件処分

３において不開示理由を別記２該当とした情報は，「問合せ内容」及び

「橋本県知事宛て書簡（平成２９年８月１７日消印）」である。これら

の情報は，本件いじめ自殺事案に関して県に問合せを行った個人に関す

る情報であって，その内容は，個人の人格と密接に関係し，特定の個人

を識別することはできないが，公にすることにより，なお個人の権利利

益を害するおそれがあるものであり，同号本文に該当する。また，公に

する慣行があるとは認められないため，同号ただし書アに該当せず，同

号ただし書イ及びウに該当する事情も認められないことから，不開示と
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すべき情報である。 

（２）条例第７条第６号該当性について 

本件処分３及び本件処分４において，条例第７条第６号に該当すること

を理由として不開示とした情報は，本件処分４において不開示理由を別記

２該当とした情報，不開示理由を別記３該当とした情報，不開示理由を別

記４該当とした情報及び不開示理由を別記６該当とした情報並びに本件処

分３において不開示理由を別記１該当とした情報である。 

ア 条例第７条第６号では，県の機関，国，独立行政法人等，他の地方公

共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって，

公にすることにより，当該事務又は事業の性質上，当該事務又は事業の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものを不開示情報として規定し

ている。 

イ 本件処分４において不開示理由を別記２該当とした情報は，「文部科

学省の見解」，「文部科学省の連絡事項の一部」，「相談結果」及び

「文部科学省からの回答の一部」である。これらの情報は，本件いじめ

自殺事案に係る県の対応について，文部科学省に相談した際の情報で，

今回の事案は，県にいじめ防止対策推進法上の権限がない中で，県が調

査を行うことが可能かどうかを相談したものであり，前例のない異例の

相談である。そのような相談に対応した文部科学省の担当者の見解等は，

当然，途中段階のものであり，精査されたものではない。当該情報を公

にすると，今後，県から文部科学省等の国の機関に相談する際に，率直

な意見やより踏み込んだ意見を得られないこととなってしまう。 

よって，県の機関の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるため同号に該当し，不開示とすべき情報である。 

ウ 本件処分４において不開示理由を別記３該当とした情報は，「相談結

果」及び「別紙１の顧問弁護士の案及びコメント」である。これらの情

報は，本件いじめ自殺事案に係る県の調査事務について，法的問題等を

相談した際の情報であり，これを公にすると，今後，県から顧問弁護士

に相談する際に，顧問弁護士の有する知識・ノウハウに基づいて率直な

意見やより踏み込んだ意見を得られないこととなってしまい，県の事務

又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。また，争訟に発展

した場合には，県の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害す

るおそれがある。 

よって，県の機関の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるため同号に該当し，不開示とすべき情報である。 

エ 本件処分４において不開示理由を別記４該当とした情報は，「検討案
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の前提となる事項」及び「遺族側への回答についての一部」である。こ

れらの情報は，本件いじめ自殺事案に係る遺族とのやりとりをするにあ

たっての県内部での検討等に関する情報である。これは，交渉の事務の

一部に当たる情報であって，これを公にすると，今後，県が県民等の協

力を得て行う事務又は事業を行う場合において，事務又は事業の完了後

に公になることが分かると，県民等との信頼関係が失われ，協力を得ら

れなくなり，正確な事実の把握が困難になるおそれがある。 

  よって，県の機関の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるため同号に該当し，不開示とすべき情報である。 

オ 本件処分４において不開示理由を別記６該当とした情報は，「他県の

状況」である。この情報は，本件いじめ自殺事案に係る調査委員会の経

費を積算するに当たり，他県の状況を聞き取った情報であるが，当該情

報は，同じ地方公共団体として外部には公にしないという前提の下，業

務上の必要性を考慮の上，他県の担当者から任意で提供されたものであ

る。これを公にすると，他県との信頼関係を失い，今後，他県から情報

を得たいときに，必要な情報を直ちに得られなくなってしまう。 

よって，県の機関の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるため同号に該当し，不開示とすべき情報である。 

カ 本件処分３において不開示理由を別記１該当とした情報は，「申入書

（平成２９年７月１１日）」，「意見書（平成２９年７月２１日）」，

「遺族側との打合せ①結果」，「遺族側との打合せ②結果及び資料」及

び「遺族側との協議結果（電話及びＦＡＸ）」である。これらの情報は，

遺族及びその代理人とのやりとりに関する情報であり，これを公にする

と，今後，県が県民等の協力を得て行う事務又は事業を行う場合におい

て，事務又は事業の完了後に公になることが分かると，県民等との信頼

関係が失われ，協力を得られなくなり，正確な事実の把握が困難になる

おそれがある。 

  よって，県の機関の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるため同号に該当し，不開示とすべき情報である。 

 

 ３ 本件処分２に対する審査請求について 

   本件処分２の効果は，本件処分４により消滅し，また，他に本件処分２を

理由に審査請求人を不利益に取り扱い得ることを認めた法令等の規定はない

ことから，審査請求人は，当該処分が取り消された場合に回復すべき法律上

の利益を有しているとは認められない。 

   したがって，審査請求人は，不服申立適格を有していないというべきであ
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り，当該審査請求は不適法なものである。 

 

４ 条例第９条（公益上の理由による裁量的開示）該当性について 

審査請求人は，審査請求書において「不開示部分は，職員の自宅住所を除

いて，いずれも，条例９条に該当する。」と主張しているが，条例第９条に

定める公益上の理由による裁量的開示は，保護される利益に優越する公益上

特別の理由があると認められる場合に限り，実施機関が行政判断により開示

するものである。今回，本件処分３及び本件処分４において不開示とした部

分を開示することが，公益上特に必要があるとは認められない。 

 

５ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，審査請求書において「国会議員，都道府県議会議員，市区

町村議会議員等の政治家が意見・苦情・問い合わせ等をしてきたのであれば，

その行為は政治家という特別職の地方・国家公務員の職務遂行情報であり，

その氏名は公務員の職務遂行情報の氏名であり，連絡先や住所も事務所や議

員宿舎等のものであれば公表慣行があり，条例第７条２号には該当しないか，

たとえ該当したとしても，ただし書アイウ全てに該当する。一般市民からの

問い合わせについては開示すべきでなくとも，本件いじめ自殺事件の重大性

から，政治家が問い合わせをすることも十分に考えられる。そのような場合

は，政治資金規正法の規定からも，政治家としての公務であり，プライベー

トには当たらない。」と主張しているが，国会議員，他都道府県議会議員，

市区町村議会議員等の政治家から意見等が来た事実はなく，茨城県議会議員

からの意見・問合せ及びそれに対する対応については，前回処分１で開示し

ているとおりである。 

また，審査請求人は，その他種々主張しているが，不開示情報の該当性に

ついては上記２のとおりであり，審査請求人のその他の主張は認められない。 

 

６ 結論 

以上のとおり，本件各処分は，条例の規定に基づき適正に行ったものであ

るから，本件審査請求については，棄却されるべきである。 

 

第５ 審査会の判断 

審査会は，本件諮問事案について審査した結果，次のように判断する。 

なお，本件処分２に対する審査請求は不適法なものであり却下されるべき

であると認められるから，本件処分２の妥当性については判断しない。 

１ 本件各処分に係る行政文書の特定について 
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  本件請求は，上記第２の１の内容が記載された文書一切の開示を求めたも

のである。 

実施機関は，本件行政文書を特定し，本件各処分を行ったのに対し，審査

請求人は，「文書の探索が不十分であるか，または，対象文書を情報公開の

適用除外か解釈上の不存在と判断することが違法である。」と主張している

ので，以下では，まず，行政文書の特定の妥当性について検討する。 

（１）本件請求の対象となる文書等について，条例の適用除外と判断すること

が違法であるとの審査請求人の主張に対し，実施機関は，いじめ防止対策

推進法で情報公開法の規定を適用しないとする定めはないことから，条例

第３５条の規定により適用除外とした文書は存在しないと主張している。    

      当審査会で確認したところ，同条では，個別の法律の規定により情報公

開法の規定が適用されないこととされている文書等については，条例の規

定を適用しないとされているところ，いじめ防止対策推進法において情報

公開法の規定を適用しないとの規定は，存在しない。 

    よって，実施機関の主張は，妥当であると判断する。 

（２）また，審査請求人が，本件請求の対象となる文書等について，文書の探

索が不十分であり，また，条例に規定する行政文書に当たらないと解釈す

ることが違法であると主張しているのに対し，実施機関は，特定した行政

文書以外の存在を確認することはできず，また，条例に規定する行政文書

の要件を満たしていながら条例の対象から除外した文書等は存在しないと

主張している。 

   当審査会事務局職員をして，実施機関に対し，行政文書の特定の経緯に

ついて確認させたところ，実施機関から，次のとおり説明があった。 

   ア まず，本件請求時には，担当課の執務室内の書庫に保存している文書

及び執務で使用するハードディスクに保存している電磁的記録について，

探索を行うとともに，関係課等に探索を依頼し，対象行政文書を特定し

た。 

次に，平成２９年１２月２１日付け審査請求時には，改めて，他にも

関係課等があるかどうか検討するとともに，担当課執務室内の書庫等の

探索を行ったが，当該行政文書以外の存在を確認できなかった。 

イ 審査請求人が主張する県議会宛ての抗議，意見，要望等の電子メール，

請願等の文書については，仮に存在しているとしても，それらの文書は，

県議会が保有する文書であり，実施機関が保有するものではない。 

（３）当審査会において，上記（２）ア及びイの実施機関の説明について検討

したが，実施機関の行政文書の探索の範囲及び方法が不十分であるとは認

められなかったほか，それらの説明には，特段不自然又は不合理な点は認
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められず，これを覆すに足りる事情も認められなかった。 

（４）以上のことから，実施機関が別表１，別表２及び別表３の「行政文書の

名称」欄に掲げる文書を特定したことは妥当であると判断する。 

 

２ 本件処分３の開示・不開示の判断の妥当性について 

（１）条例第７条第２号該当性について 

当審査会で見分したところ，橋本県知事宛て書簡（平成２９年８月１７

日消印）（文書１９）は，本件いじめ事案に係る橋本県知事宛てに郵送さ

れた書簡であり，当該書簡には発信者の意見や感想等が記載されており，

個人の人格と密接に関係するものであることから，条例第７条第２号本文

に該当すると認められ，同号ただし書アからウまでに該当する事情は認め

られない。 

審査請求人は，橋本県知事宛て書簡については，個人が特定されるよう

な記述を不開示とした上で，その余の内容を条例第８条第２項の規定によ

り部分開示すべきであると主張しているところ，橋本県知事宛て書簡に記

載された内容が個人の人格と密接に関係することは上記のとおりであり，

公にすることにより，なお個人の権利利益を害するおそれがある情報であ

ると認められることから，部分開示することはできない。 

（２）条例第７条第６号該当性について 

  ア 申入書（平成２９年７月１１日）及び意見書（平成２９年７月２１日）

（文書１７及び文書１８） 

当審査会で見分したところ，申入書（平成２９年７月１１日）及び意見

書（平成２９年７月２１日）は，本件いじめ事案を調査する調査委員会の

設置に係る遺族側から県の機関に提出された申入書等（以下「遺族側申入

書等情報」という。）であると認められる。 

審査請求人は，遺族側とのやりとりに関する情報については，遺族側か

ら開示に反対する意見書が出されていないこと，遺族側が積極的にマスメ

ディア等で情報を公表して活動していることなどに鑑みると条例第７条第

６号に該当しないと主張しているので検討する。 

一般的に，県の機関に提出される申入書等には，本件のような自己の

要望を伝える文書だけではなく，例えば自己の利益とは関わりのない県

行政に係る情報を提供する趣旨で提出する申入書等もあり，こういった

申入書等に対しては，その後に提出者からの協力を得ながら必要な調査

を行うことが想定される。また，このような申入書等の内容は公開され

ておらず，提出者は申入書等の存在や内容が公になることはないという

認識の下で提出をしているものと認められる。 
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それにもかかわらず，遺族側申入書等情報を公にすることになれば，

内容等が公にされることはないという認識の下に申入書等を提出する者

に対しては，自らの意図に反してそれらが公開され得るとの印象を与え

るおそれがある。 

それにより，県に対する情報提供の萎縮や県との信頼関係の喪失等に

繋がり，調査に必要な県民等の自発的な協力による正確な情報の把握が

できなくなり，県民等の協力を得て行う事務又は事業の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがあると認められることから，遺族側申入書等情報は，

条例第７条第６号に該当すると判断する。 

イ 遺族側との打合せ①結果，遺族側との打合せ②結果及び資料並びに遺

族側との協議結果（電話及びＦＡＸ）（文書２０，文書２１及び文書２

２） 

当審査会で見分したところ，遺族側との打合せ①結果，遺族側との打合

せ②結果及び資料並びに遺族側との協議結果（電話及びＦＡＸ）は，本件

いじめ事案を調査する調査委員会の設置に係る県の機関と遺族側との協議

結果等（以下「遺族側との協議結果等情報」という。）であると認められ

る。 

審査請求人は，遺族側とのやりとりに関する情報については，遺族側か

ら開示に反対する意見書が出されていないこと，遺族側が積極的にマスメ

ディア等で情報を公表して活動していることなどに鑑みると条例第７条第

６号に該当しないと主張しているので検討する。 

一般的に，県の機関と協議等を行う相手方には，本件のような自己の

要望に係る協議等を行う者だけでなく，例えば自己の利益とは関わりの

ない県行政に係る情報を提供する趣旨で協議等を行う者もおり，こうい

った協議等においては，継続して相手方の協力を得ながら必要な調査を

行うことが想定される。また，このような協議等の結果は公開されてお

らず，協議をする者は当該協議等の結果が公になることはないという認

識の下で協議等を行っているものと認められる。 

それにもかかわらず，遺族側との協議結果等情報を公にすることにな

れば，協議等の結果が公にされることはないという認識の下に協議をす

る者に対しては，自らの意図に反してそれらが公開され得るとの印象を

与えるおそれがある。 

それにより，県に対する情報提供の萎縮や県との信頼関係の喪失等に

繋がり，調査に必要な県民等の自発的な協力による正確な情報の把握が

できなくなり，県民等の協力を得て行う事務又は事業の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがあると認められることから，遺族側との協議結果等
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情報は，条例第７条第６号に該当すると判断する。 

 

３ 本件処分４の開示・不開示の判断の妥当性について 

（１）条例第７条第２号該当性について 

  ア 職員番号（文書３，文書８，文書１１，文書１３，文書１４及び文書

１６） 

    職員番号は，実施機関の職員ごとに割り振られた番号であることから，

特定の個人を識別することができ，条例第７条第２号本文に該当すると

認められる。 

審査請求人は，職員番号について，公務員が職務遂行のために割り振

られた番号であるため，同号ただし書ウに該当すると主張しているので

検討する。 

同号ただし書ウは，条例第７条第２号本文に該当する特定の個人を識

別することができる情報であっても，当該個人が公務員等である場合に

おいて，当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは，当該公務

員等の職及び当該職務遂行の内容に係る情報を開示しなければならない

としているところ，職員番号は，具体的な職務の遂行との直接の関連を

有する情報ではないことから，公務員等の職及び職務遂行の内容に係る

情報であるとはいえず，同号ただし書ウに該当しないと認められる。 

また，職員番号が同号ただし書ア及びイに該当する事情は認められな

い。 

イ 旅行経路の一部（文書８，文書１１，文書１３及び文書１４） 

当審査会で見分したところ，旅行経路の一部は，旅行命令票に記載さ

れた，実施機関の職員が目的地まで旅行する際の旅行経路のうち，自宅

からの最寄り駅又は最寄りバス停に係る情報（以下「最寄り駅等情報」

という。）であると認められる。 

当該旅行命令票で職員の氏名が開示されていることから，最寄り駅等

情報は，特定の個人を識別することができ，条例第７条第２号本文に該

当すると認められ，同号ただし書アからウまでに該当する事情は認めら

れない。 

ウ 職員のメールアドレスの一部（文書１２） 

職員のメールアドレスの一部は，実施機関の職員ごとに割り振られた

メールアドレスのうち，職員固有の部分であることから，特定の個人を

識別することができ，条例第７条第２号本文に該当すると認められる。 

審査請求人は，職員のメールアドレスについて，開示文書からして明

らかにプライベートのものではなく，公務員として職務遂行上使用する
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ものであるから，同号ただし書ウに該当すると主張しているので検討す

る。 

同号ただし書ウは，条例第７条第２号本文に該当する特定の個人を識

別することができる情報であっても，当該個人が公務員等である場合に

おいて，当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは，当該公務

員等の職及び当該職務遂行の内容に係る情報を開示しなければならない

としているところ，職員のメールアドレスの一部は，具体的な職務の遂

行との直接の関連を有する情報ではないことから，公務員等の職及び職

務遂行の内容に係る情報であるとはいえず，同号ただし書ウに該当しな

いと認められる。 

また，職員のメールアドレスの一部が同号ただし書ア及びイに該当す

る事情は認められない。 

エ 送信者の氏名及びメールアドレス（文書１２） 

当審査会で見分したところ，送信者の氏名及びメールアドレスは，本

件いじめ事案の問合せのために実施機関に送信された電子メールに記載

された送信者の氏名及びメールアドレスであると認められる。 

送信者の氏名及びメールアドレスは，特定の個人を識別することがで

き，条例第７条第２号本文に該当すると認められ，同号ただし書アから

ウまでに該当する事情は認められない。 

オ 問合せ内容（文書１２） 

当審査会で見分したところ，問合せ内容は，本件いじめ事案に係る電

子メールでの問合せ内容であり，上記エのとおり，当該電子メールには

送信者の氏名等が含まれており，特定の個人を識別することができるこ

とから，条例第７条第２号本文に該当すると認められ，同号ただし書ア

からウまでに該当する事情は認められない。 

審査請求人は，問合せ内容については，個人が特定されるような記述

を不開示とした上で，その余の内容を条例第８条第２項の規定により部

分開示すべきであると主張しているところ，問合せ内容には，送信者が

問い合わせたいと考えた内容等が記載されており，個人の人格と密接に

関係するものであることから，特定の個人を識別することとなる記述等

の部分を除いても，なお個人の権利利益を害するおそれがある情報であ

ると認められるため，部分開示することはできない。 

（２）条例第７条第６号該当性について 

ア 文部科学省の見解（文書４，文書６及び文書７） 

当審査会で見分したところ，文部科学省の見解には，本件いじめ自殺

事案に係る調査手法等についての県の機関から文部科学省への相談に対
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して，同省から示された見解が記載されていると認められる。 

審査請求人は，文部科学省の見解について，いじめ防止対策推進法に

基づく検証自体が県にとって前例のないものであるため，他の自治体に

おいて参考とされるものであり，また，文部科学省から発出された時点

で確定した見解であるため，途中段階のものではないことから開示する

ことが条例の趣旨であり，条例第７条第６号に該当しないと主張してい

るので検討する。 

本件相談は，県にいじめ防止対策推進法上の権限がない中で県が調査

を行うことが可能かを相談したものであり，そのような相談に対応した

文部科学省の見解を開示すれば，今後，県から文部科学省等の国の機関

に相談する際に，率直な意見や踏み込んだ意見を得られなくなり，県の

機関が行う同種の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

ると認められる。 

よって，文部科学省の見解は，条例第７条第６号に該当すると判断す

る。 

イ 文部科学省の連絡事項の一部（文書５） 

当審査会で見分したところ，文部科学省の連絡事項の一部には，本件

いじめ自殺事案に係る調査手法等についての県の機関から文部科学省へ

の相談に対して，同省内部で協議した結果等が記載されていると認めら

れる。 

審査請求人は，文部科学省の連絡事項の一部について，上記アと同様

の理由により，条例第７条第６号に該当しないと主張しているところ，

本件相談は，県にいじめ防止対策推進法上の権限がない中で県が調査を

行うことが可能かを相談したものであり，そのような相談に対応した文

部科学省の連絡事項の一部を開示すれば，今後，県から文部科学省等の

国の機関に相談する際に，率直な意見や踏み込んだ意見を得られなくな

り，県の機関が行う同種の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあると認められる。 

よって，文部科学省の連絡事項の一部は，条例第７条第６号に該当す

ると判断する。 

ウ 検討案の前提となる事項（文書６及び文書７） 

当審査会で見分したところ，検討案の前提となる事項には，県の機関

が本件いじめ自殺事案に係る調査手法を検討する上で，調査への協力を

要する遺族側とのやりとりに先立ち，必要となる遺族側との調整事項等

を県の機関内部で検討した情報（以下「調整事項等の事前検討情報」と

いう。）が記載されていると認められる。 
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審査請求人は，検討案の前提となる事項について，いじめ防止対策推

進法に基づいて遺族側に提供しなければならない情報であり，提供しな

いことによって遺族側との信頼関係が崩れ得るものであるため，条例第

７条第６号に該当しないと主張しているので検討する。 

通常，調整事項等の事前検討情報には，相手方とのやりとりに当たっ

ての県の機関の対応方針等が含まれていることから，相手方には伝える

ことのない情報である。そういった情報について，たとえ，相手方との

やりとりが終わった後であったとしても，これが公にされることとなれ

ば，協力を求める相手方と県の機関との信頼関係の喪失等に繋がり，今

後，調査に必要な県民等の自発的な協力による正確な情報の把握ができ

なくなり，県の機関が行う県民等との協力を要する事務又は事業の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。 

なお，審査請求人は，県内部での検討等の情報については，いじめ防

止対策推進法に基づいて遺族側に提供しなければならない情報であると

主張しているところ，同法に調整事項等の事前検討情報を遺族側に提供

しなければならないという趣旨の規定は存在しない。 

よって，調整事項等の事前検討情報は，条例第７条第６号に該当する

と判断する。 

  エ 相談結果（文書７及び文書１０） 

当審査会で見分したところ，相談結果には，本件いじめ自殺事案に係

る調査手法等について，県の機関が顧問弁護士に相談した結果等が記載

されていると認められる。 

審査請求人は，相談結果について，顧問契約に基づいて意見をするこ

とが弁護士の義務であるから，開示しても率直な意見や踏み込んだ意見

をしなくなるおそれはなく，開示することが情報公開の趣旨であり，条

例第７条第６号に該当しないと主張しているので検討する。 

通常，顧問弁護士への相談事案には，一般的な法律解釈が求められる

事案だけでなく，一般的な法律解釈を踏まえた上で顧問弁護士の見解が

求められる複雑な事案も含まれている。本件相談は，県にいじめ防止対

策推進法上の権限がない中で県が調査を行うことが可能かを相談したも

のであり，そのような相談に対応した顧問弁護士の見解は，一般的な法

律解釈を踏まえた上で，当該顧問弁護士が県の機関に示した見解である

と認められる。 

そして，そのような見解である相談結果を開示すれば，今後，顧問弁

護士に相談する際に率直な意見や踏み込んだ意見を得られなくなり，県

の機関が行う顧問弁護士に相談を要する事務又は事業の適正な遂行に支
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障を及ぼすおそれがあると認められる。 

よって，相談結果は，条例第７条第６号に該当すると判断する。 

オ 文部科学省からの回答の一部（文書９） 

当審査会で見分したところ，文部科学省からの回答の一部には，本件

いじめ自殺事案に係る調査手法等についての県の機関から文部科学省へ

の相談に対して，同省から示された回答に係る情報が記載されていると

認められる。 

審査請求人は，文部科学省からの回答の一部について，上記ア及びイ

と同様の理由により，条例第７条第６号に該当しないと主張していると

ころ，本件相談は，県にいじめ防止対策推進法上の権限がない中で県が

調査を行うことが可能かを相談したものであり，そのような相談に対応

した文部科学省からの回答の一部を開示すれば，今後，県から文部科学

省等の国の機関に相談する際に，率直な意見や踏み込んだ意見を得られ

なくなり，県の機関が行う同種の事務又は事業の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあると認められる。 

よって，文部科学省からの回答の一部は，条例第７条第６号に該当す

ると判断する。 

カ 別紙１の顧問弁護士の案及びコメント（文書１０） 

当審査会で見分したところ，別紙１の顧問弁護士の案及びコメントに

は，本件いじめ自殺事案に係る調査手法等について，県の機関が顧問弁

護士に行った相談に対して，顧問弁護士から示された調査手法の案及び

コメントが記載されていると認められる。 

審査請求人は，別紙１の顧問弁護士の案及びコメントについて，上記

エと同様の理由により，条例第７条第６号に該当しないと主張している

ところ，本件相談に対する顧問弁護士の見解は，県にいじめ防止対策推

進法上の権限がない中で県が調査を行うことが可能かについての相談に

対する見解であり，一般的な法律解釈を踏まえた上で，当該顧問弁護士

が県の機関に示した見解であると認められる。そのような見解である別

紙１の顧問弁護士の案及びコメントを開示すれば，今後，顧問弁護士に

相談する際に率直な意見や踏み込んだ意見を得られなくなり，県の機関

が行う顧問弁護士に相談を要する事務又は事業の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあると認められる。 

よって，別紙１の顧問弁護士の案及びコメントは，条例第７条第６号

に該当すると判断する。 

キ 遺族側への回答についての一部（文書１０） 

当審査会で見分したところ，遺族側への回答についての一部には，調
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整事項等の事前検討情報が記載されていると認められる。 

上記ウのとおり，調整事項等の事前検討情報を開示すれば，今後，県

民等から必要な協力を得られなくなり，県の機関が行う県民等との協力

を要する事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認め

られる。 

なお，いじめ防止対策推進法に調整事項等の事前検討情報を遺族側に

提供しなければならないという趣旨の規定は存在しない。 

よって，調整事項等の事前検討情報は，条例第７条第６号に該当する

と判断する。 

ク 他県の状況（文書１５） 

当審査会で見分したところ，他県の状況には，本件いじめ自殺事案に

係る調査委員会の設置に必要となる経費の積算に当たり，県の機関が他

の自治体から提供を受けた報酬総額等の情報が記載されていると認めら

れる。 

審査請求人は，他県の状況について，実施機関が参考にした他の自治

体名，報酬総額等は，各自治体における財務会計上の行為等として住民

監査請求及び住民訴訟の対象となるものであるから，当該情報が不開示

とされてしまうと民主主義は停滞を免れないため，条例第７条第６号に

該当しないと主張しているので検討する。 

通常，県の機関に情報を提供した他県は，当該情報が公にされること

を想定しておらず，これが公にされることとなれば，他県と県の機関と

の信頼関係の喪失等に繋がり，今後，他県から必要な情報を迅速に得ら

れなくなり，県の機関が行う他県からの情報提供などの協力を要する事

務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。 

よって，他県の状況は，条例第７条第６号に該当すると判断する。 

 

４ 条例第９条の該当性について 

審査請求人は「不開示部分は，職員の自宅住所を除いて，いずれも，条例

第９条に該当する。」と主張しているが，条例第９条に定める公益上の理由

による裁量的開示は，不開示とすることにより保護される利益に優越する公

益上特別の理由があると認めるときに，実施機関の高度な行政判断により，

行うことができるものであるところ，本件処分３及び本件処分４で不開示と

したことにより保護される利益を上回る公益上特別の理由があるとは認めら

れない。  

よって，裁量的開示をしなかった実施機関の判断は妥当であると判断する。 
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５ 不開示理由の付記について 

（１）不開示理由の意義及び程度について 

開示請求に係る行政文書の一部又は全部を開示しないときは，茨城県行

政手続条例（平成７年茨城県条例第５号）第８条第１項及び第２項の規定

により，その理由を書面により通知しなければならないとされている。 

これは，不開示理由の有無について，実施機関の判断の慎重や合理性 

を担保してその恣意を抑制するとともに，処分の理由を開示請求者に知ら

せることによって，その不服申立てに便宜を与えるためのものであるとさ

れている。 

そして，実施機関が不開示決定通知書に付記すべき理由の程度について

は，最高裁判所平成４年１２月１０日第１小法廷判決においては，「開示

請求者において，・・・所定の非開示理由のどれに該当するのかをその根

拠とともに了知し得るものでなければならず，単に非開示理由の根拠規定

を示すだけでは，当該公文書の種類，性質等とあいまって開示請求者がそ

れらを当然知り得るような場合は別として，・・・理由付記としては十分

では・・・ない。」とされている。 

理由の付記について，審査請求人は，部分開示決定及び不開示決定につ

いては理由付記に不備があるため処分の取消しは免れない旨の主張をして

いるので，以下，上記の不開示理由として付記すべき理由の程度について

の考え方を踏まえ，本件通知書３及び本件通知書４に理由付記の不備があ

るかどうかについて，検討する。 

（２）本件通知書３の不開示理由の付記について 

本件通知書３の（別紙）には，行政文書の名称及び開示をしない理由が

記載されていることが認められる。 

ア 文書１９が条例第７条第２号に該当する理由の付記について 

（ア）本号では，個人に関する情報については，プライバシーを中心とする

個人の権利利益を保護する観点から「特定の個人を識別することがで

きるもの（他の情報と照合することにより，特定の個人を識別するこ

とができることとなるものを含む。）」及び「特定の個人を識別する

ことはできないが，公にすることにより，なお個人の権利利益を害す

るおそれがあるもの」を原則として不開示とし，一般的に当該個人の

利益保護の観点から不開示とする必要のないもの及び保護される利益

を考慮しても公益上公にすることの必要性が認められるものを例外的

に開示すべきものとされている。 

（イ）本件通知書３の（別紙）の表の「行政文書の名称」欄の「橋本県知事

宛て書簡（平成２９年８月１７日消印）」との記載，「開示をしない
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理由」欄の「別記２」との記載及び欄外の「別記２ 思想，信条等個

人の内心や人格等と密接に関係する情報であって，公にすることによ

り，特定の個人を識別することはできないが，なお個人の権利利益を

害するおそれがあるものであり，条例第７条第２号本文に該当し，同

号ただし書のいずれにも該当しないため。」との記載から，審査請求

人において，条例第７条第２号本文に該当する理由を，その根拠とと

もに了知し得ると認められる。 

よって，文書１９を不開示とすべき理由の付記は，不備ではないと

判断する。 

     イ 文書１７，文書１８，文書２０，文書２１及び文書２２が条例第７条第

６号に該当する理由の付記について 

（ア）本号は，「県の機関，国，独立行政法人等，他の地方公共団体又は地

方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって，公にする

ことにより，次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上，当

該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該

当する情報が記載されているときには，これを開示しないという規定

である。 

（イ）本件通知書３の（別紙）の表の「行政文書の名称」欄の「申入書（平

成２９年７月１１日）」，「意見書（平成２９年７月２１日）」，

「遺族側との打合せ①結果」，「遺族側との打合せ②結果及び資料」

及び「遺族側との協議結果（電話及びＦＡＸ）」との記載，「開示を

しない理由」欄の「別記１」との記載並びに欄外の「別記１ 遺族及

びその代理人とのやりとりに関する情報であり，これを公にすると，

今後，県が県民等の協力を得て行う事務又は事業において，事務又は

事業の完了後に公になることがわかると，協力を得られなくなり，正

確な事実の把握を困難にするおそれがあり，事務の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがあることから，条例第７条第６号に該当するため。」

との記載から，審査請求人において，条例第７条第６号に該当する理

由を，その根拠とともに了知し得ると認められる。 

よって，文書１７，文書１８，文書２０，文書２１及び文書２２を不

開示とすべき理由の付記は，不備ではないと判断する。 

（３）本件通知書４の不開示理由の付記について 

本件通知書４の（別紙）には，行政文書の名称，開示することができな

い部分の概要及びその理由が記載されていることが認められる。 

  ア 文書３の「職員番号」等が条例第７条第２号に該当する理由の付記につ

いて 
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（ア）文書３及び文書１６の「職員番号」 

   本件通知書４の（別紙）の表の「開示することができない部分の概

要」欄の「職員番号」との記載，「その理由」欄の「別記１該当」と

の記載及び欄外の「別記１ 個人に関する情報であって，当該情報に

含まれる氏名，生年月日その他の記述等により特定の個人を識別する

ことができるものであるため，条例第７条第２号本文に該当し，同号

ただし書のいずれにも該当しないため」との記載から，審査請求人に

おいて，条例第７条第２号本文に該当する理由を，その根拠とともに

了知し得ると認められる。  

よって，文書３及び文書１６の「職員番号」を不開示とすべき理由

の付記は，不備ではないと判断する。 

（イ）文書８，文書１１，文書１３及び文書１４の「職員番号」，「自宅

住所」及び「旅行経路の一部」 

   本件通知書４の（別紙）の表の「開示することができない部分の概

要」欄の「職員番号」，「自宅住所」及び「旅行経路の一部」との記

載，「その理由」欄の「別記１該当」との記載並びに欄外の「別記１ 

 個人に関する情報であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日そ

の他の記述等により特定の個人を識別することができるものであるた

め，条例第７条第２号本文に該当し，同号ただし書のいずれにも該当

しないため」との記載から，審査請求人において，条例第７条第２号

本文に該当する理由を，その根拠とともに了知し得ると認められる。 

    よって，文書８，文書１１，文書１３及び文書１４の「職員番号」，

「自宅住所」及び「旅行経路の一部」を不開示とすべき理由の付記は，

不備ではないと判断する。 

（ウ）文書１２の「職員のメールアドレスの一部」，「送信者の氏名」及

び「メールアドレス」並びに「問合せ内容」 

a 「職員のメールアドレスの一部」 

    本件通知書４の（別紙）の表の「開示することができない部分の

概要」欄の「職員のメールアドレスの一部」との記載，「その理由」

欄の「別記１該当」との記載及び欄外の「別記１ 個人に関する情

報であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等に

より特定の個人を識別することができるものであるため，条例第７

条第２号本文に該当し，同号ただし書のいずれにも該当しないため」

との記載から，審査請求人において，条例第７条第２号本文に該当

する理由を，その根拠とともに了知し得ると認められる。 

よって，文書１２の「職員のメールアドレスの一部」を不開示と
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すべき理由の付記は，不備ではないと判断する。 

b 「送信者の氏名」及び「メールアドレス」 

    本件通知書４の（別紙）の表の「開示することができない部分の

概要」欄の「送信者の氏名」及び「メールアドレス」との記載，

「その理由」欄の「別記１該当」との記載並びに欄外の「別記１  

個人に関する情報であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日そ

の他の記述等により特定の個人を識別することができるものである

ため，条例第７条第２号本文に該当し，同号ただし書のいずれにも

該当しないため」との記載から，審査請求人において，条例第７条

第２号本文に該当する理由を，その根拠とともに了知し得ると認め

られる。 

    よって，文書１２の「送信者の氏名」及び「メールアドレス」を不

開示とすべき理由の付記は，不備ではないと判断する。 

c 「問合せ内容」 

    本件通知書４の（別紙）の表の「開示することができない部分の

概要」欄の「問合せ内容」との記載，「その理由」欄の「別記５該

当」との記載及び欄外の「別記５ 本件いじめ自殺事案に関して県

に問い合わせを行った個人に関する情報であって，その内容は，個

人の人格と密接に関係し，開示されることにより特定の個人を識別

することはできないが，当該問合せを行った者の権利利益を害する

おそれのある情報であるため，条例第７条第２号本文に該当し，同

号ただし書きのいずれにも該当しないため。」との記載から，審査

請求人において，条例第７条第２号本文に該当する理由を，その根

拠とともに了知し得ると認められる。 

よって，文書１２の「問合せ内容」を不開示とすべき理由の付記

は，不備ではないと判断する。 

イ 文書４の「文部科学省の見解」等が条例第７条第６号に該当する理由の

付記について 

（ア）文書４の「文部科学省の見解」 

    本件通知書４の（別紙）の表の「開示することができない部分の概

要」欄の「文部科学省の見解」との記載，「その理由」欄の「別記２

該当」との記載及び欄外の「別記２ 本件いじめ自殺事案に係る県の

調査事務について，文部科学省に相談した際の情報であり，これを公

にすると，今後，県から文部科学省に相談する際に，率直な意見やよ

り踏み込んだ意見を得られないこととなってしまうことから，同種の

県の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため条例
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第７条第６号に該当するため。」との記載から，審査請求人において，

条例第７条第６号に該当する理由を，その根拠とともに了知し得ると

認められる。 

    よって，文書４の「文部科学省の見解」を不開示とすべき理由の付

記は，不備ではないと判断する。 

（イ）文書５の「文部科学省の連絡事項の一部」 

   本件通知書４の（別紙）の表の「開示することができない部分の概

要」欄の「文部科学省の連絡事項の一部」との記載，「その理由」欄

の「別記２該当」との記載及び欄外の「別記２ 本件いじめ自殺事案

に係る県の調査事務について，文部科学省に相談した際の情報であり，

これを公にすると，今後，県から文部科学省に相談する際に，率直な

意見やより踏み込んだ意見を得られないこととなってしまうことから，

同種の県の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるた

め条例第７条第６号に該当するため。」との記載から，審査請求人に

おいて，条例第７条第６号に該当する理由を，その根拠とともに了知

し得ると認められる。 

    よって，文書５の「文部科学省の連絡事項の一部」を不開示とすべ

き理由の付記は，不備ではないと判断する。 

（ウ）文書６の「文部科学省の見解」及び「検討案の前提となる事項」 

a 「文部科学省の見解」 

    本件通知書４の（別紙）の表の「開示することができない部分の

概要」欄の「文部科学省の見解」との記載，「その理由」欄の「別

記２該当」との記載及び欄外の「別記２ 本件いじめ自殺事案に係

る県の調査事務について，文部科学省に相談した際の情報であり，

これを公にすると，今後，県から文部科学省に相談する際に，率直

な意見やより踏み込んだ意見を得られないこととなってしまうこと

から，同種の県の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるため条例第７条第６号に該当するため。」との記載から，審

査請求人において，条例第７条第６号に該当する理由を，その根拠

とともに了知し得ると認められる。 

    よって，文書６の「文部科学省の見解」を不開示とすべき理由の付

記は，不備ではないと判断する。 

b 「検討案の前提となる事項」 

    本件通知書４の（別紙）の表の「開示することができない部分の

概要」欄の「検討案の前提となる事項」との記載，「その理由」欄

の「別記４該当」との記載及び欄外の「別記４ 本件いじめ自殺事
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案に係る遺族とのやりとりをするに当たっての県内部での検討等に

関する情報であり，これを公にすると，今後，県が県民等の協力を

得て行う事務又は事業において，事務又は事業の完了後に公になる

ことがわかると，県民等との信頼関係が失われ，協力を得られなく

なり，正確な事実の把握を困難にするおそれがあり，当該事務の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，条例第７条第６号

に該当するため。」との記載から，審査請求人において，条例第７

条第６号に該当する理由を，その根拠とともに了知し得ると認めら

れる。 

    よって，文書６の「検討案の前提となる事項」を不開示とすべき理

由の付記は，不備ではないと判断する。 

（エ）文書７の「相談結果」，「文部科学省の見解」及び「検討案の前提

となる事項」 

a 「相談結果」 

    本件通知書４の（別紙）の表の「その理由」欄の「別記２該当」

との記載及び欄外の「別記２ 本件いじめ自殺事案に係る県の調査

事務について，文部科学省に相談した際の情報であり，これを公に

すると，今後，県から文部科学省に相談する際に，率直な意見やよ

り踏み込んだ意見を得られないこととなってしまうことから，同種

の県の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

条例第７条第６号に該当するため。」との記載があるが，上記３

（２）エのとおり，「相談結果」の部分には，県の顧問弁護士に相

談した際の結果等が記載されていることから，齟齬があると認めら

れる。 

しかし，文書７で開示された部分には，「弁護士に法務相談を行

いましたので，その結果について，下記のとおりご報告いたしま

す。」と記載され，また，本件通知書４の「開示することができな

い部分の概要」欄には「相談結果」と記載されており，さらに，欄

外には「別記３ 本件いじめ自殺事案に係る県の調査事務について，

法的問題等を県顧問弁護士に相談した際の情報であり，これを公に

すると，今後，県から顧問弁護士に相談する際に，率直な意見や，

より踏み込んだ意見を得られないこととなってしまい，同種の県の

事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，また，争

訟に発展した場合には，県の財産上の利益又は当事者としての地位

を不当に害するおそれがあるため，条例第７条第６号に該当するた

め。」という「相談結果」に対応した不開示理由の記載があること
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から，審査請求人において，不開示理由を，その根拠とともに了知

し得ないとまではいえないことから，文書７の「相談結果」を不開

示とすべき理由の付記は，不備ではないと判断する。 

b 「文部科学省の見解」 

    本件通知書４の（別紙）の表の「開示することができない部分の

概要」欄の「文部科学省の見解」との記載，「その理由」欄の「別

記２該当」との記載及び欄外の「別記２ 本件いじめ自殺事案に係

る県の調査事務について，文部科学省に相談した際の情報であり，

これを公にすると，今後，県から文部科学省に相談する際に，率直

な意見やより踏み込んだ意見を得られないこととなってしまうこと

から，同種の県の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるため条例第７条第６号に該当するため。」との記載から，審

査請求人において，条例第７条第６号に該当する理由を，その根拠

とともに了知し得ると認められる。 

    よって，文書７の「文部科学省の見解」を不開示とすべき理由の付

記は，不備ではないと判断する。 

c 「検討案の前提となる事項」 

    本件通知書４の（別紙）の表の「開示することができない部分の

概要」欄の「検討案の前提となる事項」との記載，「その理由」欄

の「別記４該当」との記載及び欄外の「別記４ 本件いじめ自殺事

案に係る遺族とのやりとりをするに当たっての県内部での検討等に

関する情報であり，これを公にすると，今後，県が県民等の協力を

得て行う事務又は事業において，事務又は事業の完了後に公になる

ことがわかると，県民等との信頼関係が失われ，協力を得られなく

なり，正確な事実の把握を困難にするおそれがあり，当該事務の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，条例第７条第６号

に該当するため。」との記載から，審査請求人において，条例第７

条第６号に該当する理由を，その根拠とともに了知し得ると認めら

れる。 

    よって，文書７の「検討案の前提となる事項」を不開示とすべき理

由の付記は，不備ではないと判断する。 

（オ）文書９の「文部科学省からの回答の一部」 

   本件通知書４の（別紙）の表の「開示することができない部分の概

要」欄の「文部科学省からの回答の一部」との記載，「その理由」欄

の「別記２該当」との記載及び欄外の「別記２ 本件いじめ自殺事案

に係る県の調査事務について，文部科学省に相談した際の情報であり，
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これを公にすると，今後，県から文部科学省に相談する際に，率直な

意見やより踏み込んだ意見を得られないこととなってしまうことから，

同種の県の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるた

め条例第７条第６号に該当するため。」との記載から，審査請求人に

おいて，条例第７条第６号に該当する理由を，その根拠とともに了知

し得ると認められる。 

    よって，文書９の「文部科学省からの回答の一部」を不開示とすべ

き理由の付記は，不備ではないと判断する。 

（カ）文書１０の「相談結果」及び「別紙１の顧問弁護士の案及びコメン

ト」並びに「遺族側への回答についての一部」 

a 「相談結果」及び「別紙１の顧問弁護士の案及びコメント」 

    本件通知書４の（別紙）の表の「開示することができない部分の

概要」欄の「相談結果」及び「別紙１の顧問弁護士の案及びコメン

ト」との記載，「その理由」欄の「別記３該当」との記載並びに欄

外の「別記３ 本件いじめ自殺事案に係る県の調査事務について，

法的問題等を県顧問弁護士に相談した際の情報であり，これを公に

すると，今後，県から顧問弁護士に相談する際に，率直な意見や，

より踏み込んだ意見を得られないこととなってしまい，同種の県の

事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，また，争

訟に発展した場合には，県の財産上の利益又は当事者としての地位

を不当に害するおそれがあるため，条例第７条第６号に該当するた

め。」との記載から，審査請求人において，条例第７条第６号に該

当する理由を，その根拠とともに了知し得ると認められる。 

    よって，文書１０の「相談結果」及び「別紙１の顧問弁護士の案及

びコメント」を不開示とすべき理由の付記は，不備ではないと判断

する。 

b 「遺族側への回答についての一部」 

    本件通知書４の（別紙）の表の「開示することができない部分の

概要」欄の「遺族側への回答についての一部」との記載，「その理

由」欄の「別記４該当」との記載及び欄外の「別記４ 本件いじめ

自殺事案に係る遺族とのやりとりをするに当たっての県内部での検

討等に関する情報であり，これを公にすると，今後，県が県民等の

協力を得て行う事務又は事業において，事務又は事業の完了後に公

になることがわかると，県民等との信頼関係が失われ，協力を得ら

れなくなり，正確な事実の把握を困難にするおそれがあり，当該事

務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，条例第７条
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第６号に該当するため。」との記載から，審査請求人において，条

例第７条第６号に該当する理由を，その根拠とともに了知し得ると

認められる。 

    よって，文書１０の「遺族側の回答についての一部」を不開示とす

べき理由の付記は，不備ではないと判断する。 

（キ）文書１５の「他県の状況」 

   本件通知書４の（別紙）の表の「開示することができない部分の概

要」欄の「他県の状況」との記載，「その理由」欄の「別記６該当」

との記載及び欄外の「別記６ 本件いじめ自殺事案に係る調査委員会

の経費を積算するに当たって，外部には公にしないという前提の下，

他県の状況を担当者から任意で提供された情報であって，これを公に

すると，他県との信頼関係を失い，今後，他県から情報を得たいとき

に，必要な情報を直ちに得られなくなってしまい，同種の県の事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，条例第７

条第６号に該当するため。」との記載から，審査請求人において，条

例第７条第６号に該当する理由を，その根拠とともに了知し得ると認

められる。 

    よって，文書１５の「他県の状況」を不開示とすべき理由の付記は，

不備ではないと判断する。 

 

６ 教示について 

審査請求人は，本件処分１について，本件通知書１に審査請求を行うこと

ができる旨の記載がなく，「教示の不備があるため，処分の取消しは免れな

い。」と主張しているので，以下教示について検討する。 

行政不服審査法第８２条においては，不服申立てをすることができる処分

をする場合には，当該処分の相手方に不服申立てをすることができること等

を教示しなければならない旨規定されている。 

 この点について，申請に応じて申請どおりの処分をする場合においては，

当該処分の相手方には不服申立ての利益はないと考えられるため，当該処分

は不服申立てをすることができる処分には当たらず，教示を要しないと解さ

れている（一般財団法人行政管理研究センター編「逐条解説 行政不服審査

法」３７０ページ）。 

 本件処分１は，審査請求人の開示請求に応じて，開示決定を行ったもので

あり，上記の「申請に応じて申請どおりの処分をする場合」に該当するから，

教示を要する処分ではない。 

 よって，本件処分１に教示の不備があるとする審査請求人の主張は，失当
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である。 

 

７ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張については，上記判断を左右するものではない

と判断する。 

 

８ 結論 

以上により，「第１ 審査会の結論」のように判断する。 
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第６ 審査会の処理経過 

本件審査請求に係る審査会の処理経過は，次のとおりである。 

 

  年   月   日 内         容 

令和元年 ７月 ２日 諮問受理 

令和元年 ９月２５日 審査（令和元年度第１回審査会第一部会） 

令和元年１０月２５日 審査（令和元年度第２回審査会第一部会） 

令和元年１２月２５日 審査（令和元年度第３回審査会第一部会） 

令和２年 １月３０日 審査（令和元年度第４回審査会第一部会） 

令和２年 ２月２８日 審査（令和元年度第５回審査会第一部会） 
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別表１ 

 行政文書の名称 

文書１ 

文書２ 

法務相談票※平成 29年８月１日分 

調査について（平成 29年８月９日）※特定市との打合せ資料 

 

別表２ 

 行政文書の名称 不開示部分 不開示理由 

文書３ 

文書４ 

文書５ 

 

文書６ 

 

 

文書７ 

 

文書８ 

文書９ 

文書１０ 

 

 

文書１１ 

文書１２ 

 

 

文書１３ 

文書１４ 

旅行命令票（平成 29年７月 19日） 

業務報告（平成 29年７月 20日） 

業務報告（平成 29 年７月 20 日）（そ

の２） 

法務相談票・特定市中学生に係る遺族

側からの申入れについての対応（案）

※平成 29年 7月 21日分 

業務報告（平成 29年７月 21日） 

 

旅行命令票（平成 29年７月 21日） 

業務報告（平成 29年７月 28日） 

業務報告（平成 29年８月１日） 

 

 

旅行命令票（平成 29年８月１日） 

県民相談「特定市の虐めの放任につい

て」（平成 29年８月 16日） 

 

旅行命令票（遺族側との打合せ①） 

旅行命令票（遺族側との打合せ②） 

職員番号 

文部科学省の見解 

文部科学省の連絡事項の一部 

 

①文部科学省の見解 

②検討案の前提となる事項 

 

①相談結果，文部科学省の見解 

②検討案の前提となる事項 

職員番号，自宅住所及び旅行経路の一部 

文部科学省からの回答の一部 

①相談結果，別紙１の顧問弁護士の案及びコメン

ト 

②遺族側への回答についての一部 

職員番号，自宅住所及び旅行経路の一部 

①職員のメールアドレスの一部，送信者の氏名及

びメールアドレス 

②問合せ内容 

職員番号，自宅住所及び旅行経路の一部 

職員番号，自宅住所及び旅行経路の一部 

別記１該当 

別記２該当 

別記２該当 

 

①別記２該当 

②別記４該当 

 

①別記２該当 

②別記４該当 

別記１該当 

別記２該当 

①別記３該当 

 

②別記４該当 

別記１該当 

①別記１該当 

 

②別記５該当 

別記１該当 

別記１該当 
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文書１５ 

 

文書１６ 

特定市立中学校の生徒の自殺事案に係

る調査委員会に係る経費について 

旅行命令票（平成 29年９月 22日） 

他県の状況 

 

職員番号 

別記６該当 

 

別記１該当 

 

○別記１ 

 個人に関する情報であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもので

あるため，条例第 7条第２号本文に該当し，同号ただし書のいずれにも該当しないため。 

○別記２ 

 本件いじめ自殺事案に係る県の調査事務について，文部科学省に相談した際の情報であり，これを公にすると，今後，県から文部

科学省に相談する際に，率直な意見やより踏み込んだ意見を得られないことになってしまうことから，同種の県の事務又は事業の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため条例第７条第６号に該当するため。 

○別記３ 

 本件いじめ自殺事案に係る県の調査事務について，法的問題等を県顧問弁護士に相談した際の情報であり，これを公にすると，今

後，県から顧問弁護士に相談する際に，率直な意見や，より踏み込んだ意見を得られないこととなってしまい，同種の県の事務又は

事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，また，争訟に発展した場合には，県の財産上の利益又は当事者としての地位を不当

に害するおそれがあるため，条例第７条第６号に該当するため。 

○別記４ 

 本件いじめ自殺事案に係る遺族とのやりとりをするに当たっての県内部での検討等に関する情報であり，これを公にすると，今後，

県が県民等の協力を得て行う事務又は事業において，事務又は事業の完了後に公になることがわかると，県民等との信頼関係が失わ

れ，協力を得られなくなり，正確な事実の把握を困難にするおそれがあり，当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあること

から，条例第７条第６号に該当するため。 

○別記５ 

 本件いじめ自殺事案に関して県に問い合わせを行った個人に関する情報であって，その内容は，個人の人格と密接に関係し，開示

されることにより特定の個人を識別することはできないが，当該問合せを行った者の権利利益を害するおそれのある情報であるため，
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条例第７条第２号本文に該当し，同号ただし書のいずれにも該当しないため。 

○別記６ 

 本件いじめ自殺事案に係る調査委員会の経費を積算するに当たって，外部には公にしないという前提の下，他県の状況を担当者か

ら任意で提供された情報であって，これを公にすると，他県との信頼関係を失い，今後，他県から情報を得たいときに，必要な情報

を直ちに得られなくなってしまい，同種の県の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，条例第７条第６号

に該当するため。 

 

別表３ 

 行政文書の名称 不開示理由 

文書１７ 

文書１８ 

文書１９ 

文書２０ 

文書２１ 

文書２２ 

申入書（平成 29年７月 11日） 

意見書（平成 29年７月 21日） 

橋本県知事宛て書簡（平成 29年８月 17日消印） 

遺族側との打合せ①結果 

遺族側との打合せ②結果及び資料 

遺族側との協議結果（電話及びＦＡＸ） 

別記１該当 

別記１該当 

別記２該当 

別記１該当 

別記１該当 

別記１該当 

 

○別記１ 

 遺族及びその代理人とのやりとりに関する情報であり，これを公にすると，今後，県が県民等の協力を得て行う事務又は事業にお

いて，事務又は事業の完了後に公になることがわかると，協力を得られなくなり，正確な事実の把握を困難にするおそれがあり，事

務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，条例第７条第６号に該当するため。 

○別記２ 

 思想，信条等個人の内心や人格等と密接に関係する情報であって，公にすることにより，特定の個人を識別することはできないが，

なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであり，条例第７条第２号本文に該当し，同号ただし書のいずれにも該当しないため。 


